
 

1  

昭
和
五
十
五
年
九
月
二
十
九
日
提
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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 
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一 

 



 

最
近
の
防
衛
力
増
強
に
か
か
わ
る
鈴
木
内
閣
及
び
防
衛
庁
の
一
連
の
措
置
は
、
シ
ビ
リ
ア
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル 

 
 

を
無
視
し
て
、
な
し
く
ず
し
的
に
既
成
事
実
を
積
み
重
ね
、
憲
法
上
の
限
界
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
疑
わ
し
め
る
独 

 
 

 

走
状
態
に
あ
る
。 

一 

本
年
度
よ
り
始
ま
つ
た
防
衛
庁
の
「
中
期
業
務
計
画
」
は
、
未
だ
国
防
会
議
及
び
内
閣
の
議
を
経
て
い
な
い
防 

 
 

衛
庁
限
り
の
内
部
計
画
に
過
ぎ
な
い
。
た
と
え
「
防
衛
の
大
綱
」
に
そ
つ
た
計
画
と
は
い
え
、
具
体
的
に
は
年
次 

 
 

計
画
に
匹
敵
す
る
重
要
な
国
の
防
衛
計
画
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
防
衛
庁
限
り
の
内
部
計
画
に
過
ぎ
な
い
「
中 

 
 

期
業
務
計
画
」
が
、
あ
た
か
も
国
の
基
本
計
画
と
し
て
対
米
折
衝
の
素
材
に
な
り
独
り
歩
き
し
て
い
る
事
実
は
、 

 
 

シ
ビ
リ
ア
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
上
由
々
し
き
問
題
で
あ
る
。 

よ
つ
て
左
の
事
項
に
つ
き
、
内
閣
の
基
本
的
見
解
と
方
針
を
明
確
に
さ
れ
る
よ
う
回
答
を
求
め
る
。 

最
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の
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す
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問
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三 

 



 

三 

憲
法
前
文
の
精
神
に
か
ん
が
み
、
少
な
く
と
も
左
の
各
項
は
憲
法
上
最
低
限
の
歯
止
め
と
し
て
堅
持
さ
れ
る 

 
 

べ
き
も
の
と
考
え
る
が
、
各
項
目
ご
と
特
に
憲
法
と
の
か
か
わ
り
を
明
ら
か
に
し
た
理
由
を
附
し
て
答
え
ら
れ 

 
 

た
い
。 

二 

い
わ
ゆ
る
「
オ
イ
ル
・
ロ
ー
ド
」
防
衛
の
た
め
、
我
が
国
の
領
域
外
で
自
衛
隊
が
他
国
と
共
同
し
て
防
衛
行
動 

 
 

 

を
と
る
こ
と
は
集
団
的
自
衛
権
の
発
動
と
し
て
違
憲
と
考
え
ら
れ
る
が
、
内
閣
の
見
解
を
問
う
。 

2 

海
外
派
兵
の
禁
止 

1 

非
核
三
原
則
の
堅
持 

2 

「
中
期
業
務
計
画
」
を
あ
ら
た
め
て
国
防
会
議
及
び
閣
議
に
諮
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
が
、
こ
の
点
は
ど
う 

 
 

か
。 

1 
「
防
衛
大
綱
」
の
見
直
し
を
「
中
期
業
務
計
画
」
期
間
中
に
行
う
の
か
ど
う
か
。
ま
た
「
中
期
業
務
計
画
」
終
了

後
は
ど
う
な
る
の
か
。 

四 

 



 

 

五 

3 
徴
兵
令
及
び
こ
れ
に
類
す
る
行
為
の
禁
止 

4 

武
器
禁
輸
三
原
則
の
堅
持
と
武
器
禁
輸
措
置 

5 

専
守
防
衛
の
能
力
と
範
囲
を
超
え
る
攻
撃
専
用
兵
器
の
不
保
持
、
例
え
ば
、
中
長
距
離
ミ
サ
イ
ル
、
航
空 

 
 

 

母
艦
な
ど 

6 

核
兵
器
を
含
む
国
際
的
軍
縮
の
推
進 

7 

シ
ビ
リ
ア
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
厳
守 

右
質
問
す
る
。 

 


